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復
興
予
算
の
執
行
に
関
す
る
質
問
主
意
書

会
計
検
査
院
が
「
復
興
予
算
二
十
二
％
使
わ
れ
ず
」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

政
府
が
二
〇
一
一
・
一
二
年
度
に
計
上
し
た
東
日
本
大
震
災
の
復
興
予
算
十
九
兆
八
千
九
百
四
十
九
億
円
の
う
ち
、
二
十

二
�
八
％
の
四
兆
五
千
三
百
五
億
円
が
使
わ
れ
ず
、
そ
の
う
ち
五
千
七
百
二
億
円
は
二
年
間
使
わ
ず
繰
り
越
さ
れ
た
と
会
計

検
査
院
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
事
実
で
あ
る
か
、
ま
た
政
府
は
承
認
し
て
い
た
の
か
、
政
府
の
見
解
は
如
何
。

二

一
を
踏
ま
え
、
事
実
な
ら
ば
、
復
興
予
算
の
う
ち
、
ど
の
項
目
が
ど
の
く
ら
い
使
わ
れ
な
か
っ
た
か
、
各
担
当
省
庁
ご
と

に
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

三

一
日
も
早
い
復
興
を
被
災
者
が
願
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
円
滑
に
且
つ
迅
速
に
復
興
予
算
が
使
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
か
、
説
明
さ
れ
た
い
。

四

復
興
予
算
が
適
切
に
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
責
任
は
、
何
処
に
あ
り
、
今
後
ど
う
対
処
す
る
の
か
、
政
府
の
見
解
は
如

何
。

右
質
問
す
る
。


